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別 紙                        

       新  旧  対  照  表 

（注）下線を付した部分が改正部分である。  

改  正  後  改  正  前  

 

（公益的機能別施業森林区域内の山林の評価）  

１ 森林法（昭和26年法律第249号）第11条第５項の規定による市

町村の長の認定を受けた同法第 11条第１項に規定する森林経営

計画（以下「森林経営計画」という。）が定められていた区域内

に存する山林のうち、次に掲げるものの価額は、財産評価基本通

達45((評価の方式))に定める方式によって評価した価額から、そ

の価額に別表に掲げる森林の区分に応じて定める割合を乗じて

計算した金額に相当する金額を控除した金額によって評価する。 

⑴ 相続又は遺贈により取得した場合  

 

（公益的機能別施業森林区域内の山林の評価）  

１ 森林法第11条第４項の規定による市町村の長の認定を受けた

同法第11条第１項に規定する森林施業計画（以下「森林施業計画」

という。２において同じ。）が定められていた区域内に存する山

林のうち、次に掲げるものの価額は、財産評価基本通達 45((評価

の方式))に定める方式によって評価した価額から、その価額に別

表に掲げる森林の区分に応じて定める割合を乗じて計算した金

額に相当する金額を控除した金額によって評価する。  

⑴ 相続又は遺贈により取得した場合  

イ 森林法第17条第１項の規定により効力を有するものとさ

れる森林経営計画において、同法第 11条第５項第２号ロに規

定する公益的機能別施業森林区域内（以下「公益的機能別施

業森林区域内」という。）にあるもの（特定遺贈及び死因贈

与（特定の名義で行われるものに限る。）により取得する場

合を除く。）  

イ 森林法第17条第１項の規定により効力を有するものとさ

れる森林施業計画において、同法第11条第４項第２号ロに規

定する公益的機能別施業森林区域内（以下「公益的機能別施

業森林区域内」という。）にあるもの（特定遺贈及び死因贈

与（特定の名義で行われるものに限る。）により取得する場

合を除く。）  

ロ 次に掲げる森林経営計画において、公益的機能別施業森林

区域内にあるもの  

ロ 次に掲げる森林施業計画において、公益的機能別施業森林

区域内にあるもの  

① 被相続人を委託者とする森林の経営の委託に関する契

約（以下「森林経営委託契約」という。）が締結されてい

たことにより、受託者（次の②に掲げる受託者を除く。）

が認定を受けていた森林経営計画で、相続人、受遺者又は

死因贈与による受贈者（以下「相続人等」という。）の申

出により、森林経営委託契約が継続され、かつ、受託者の

森林経営計画として存続する場合における当該森林経営

計画 

 

 

 

① 被相続人を委託者とする森林施業委託契約が締結され

ていたことにより、受託者（次の②に掲げる受託者を除

く。）が認定を受けていた森林施業計画で、相続人、受遺

者又は死因贈与による受贈者（以下「相続人等」という。）

の申出により、森林施業委託契約が継続され、かつ、受託

者の森林施業計画として存続する場合における当該森林

施業計画  
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改  正  後  改  正  前  

② 被相続人を委託者、相続人等を受託者とする森林経営委

託契約が締結されていたことにより、当該受託者が認定を

受けていた森林経営計画で、当該受託者の森林経営計画と

して存続する場合における当該森林経営計画  

 

② 被相続人を委託者、相続人等を受託者とする森林施業委

託契約が締結されていたことにより、当該受託者が認定を

受けていた森林施業計画で、当該受託者の森林施業計画と

して存続する場合における当該森林施業計画  

⑵ 贈与により取得した場合  ⑵ 贈与により取得した場合  

次に掲げる森林経営計画において、公益的機能別施業森林区

域内にあるもの  

次に掲げる森林施業計画において、公益的機能別施業森林区

域内にあるもの  

イ 贈与者を委託者とする森林経営委託契約が締結されてい

たことにより、受託者（次のロに掲げる受託者を除く。）が

認定を受けていた森林経営計画で、贈与前に贈与を停止条件

とする森林経営委託契約が締結されることにより、受託者の

森林経営計画として存続する場合における当該森林経営計

画  

イ 贈与者を委託者とする森林施業委託契約が締結されてい

たことにより、受託者（次のロに掲げる受託者を除く。）が

認定を受けていた森林施業計画で、贈与前に贈与を停止条件

とする森林施業委託契約が締結されることにより、受託者の

森林施業計画として存続する場合における当該森林施業計

画 

ロ 贈与者を委託者、受贈者を受託者とする森林経営委託契約

が締結されていたことにより、当該受託者が認定を受けてい

た森林経営計画で、当該受託者の森林経営計画として存続す

る場合における当該森林経営計画  

ハ 贈与者が認定を受けていた森林経営計画で、贈与後に森林

法第12条第１項に基づく当該森林経営計画の変更の認定を

受けたことにより、受贈者の森林経営計画として存続する場

合における当該森林経営計画  

 

ロ 贈与者を委託者、受贈者を受託者とする森林施業委託契約

が締結されていたことにより、当該受託者が認定を受けてい

た森林施業計画で、当該受託者の森林施業計画として存続す

る場合における当該森林施業計画  

（新 設）  

（公益的機能別施業森林区域内の立木の評価）  （公益的機能別施業森林区域内の立木の評価）  

２ 森林経営計画が定められていた区域内に存する立木のうち、

次に掲げるものの価額は、財産評価基本通達 113((森林の主要樹

種の立木の評価))、117((森林の主要樹種以外の立木の評価))又

は122((森林の立木以外の立木の評価 ))の定めにより評価した価

額から、その価額に別表に掲げる森林の区分に応じて定める割合

を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。  

 

 

 

２ 森林施業計画が定められていた区域内に存する立木のうち、

次に掲げるものの価額は、財産評価基本通達 113((森林の主要樹

種の立木の評価))、117((森林の主要樹種以外の立木の評価 ))又

は122((森林の立木以外の立木の評価 ))の定めにより評価した価

額から、その価額に別表に掲げる森林の区分に応じて定める割合

を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。  
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改  正  後  改  正  前  

⑴ 相続又は遺贈により取得した場合  ⑴ 相続又は遺贈により取得した場合  

イ 森林法第17条第１項の規定により効力を有するものとさ

れる森林経営計画において、公益的機能別施業森林区域内に

あるもの（特定遺贈及び死因贈与（特定の名義で行われるも

のに限る。）により取得する場合を除く。）  

イ 森林法第17条第１項の規定により効力を有するものとさ

れる森林施業計画において、公益的機能別施業森林区域内に

あるもの（特定遺贈及び死因贈与（特定の名義で行われるも

のに限る。）により取得する場合を除く。）  

ロ 次に掲げる森林経営計画において、公益的機能別施業森林

区域内にあるもの  

ロ 次に掲げる森林施業計画において、公益的機能別施業森林

区域内にあるもの  

① 被相続人を委託者とする森林経営委託契約が締結され

ていたことにより、受託者（次の②に掲げる受託者を除

く。）が認定を受けていた森林経営計画で、相続人等の申  

出により、森林経営委託契約が継続され、かつ、受託者の

森林経営計画として存続する場合における当該森林経営

計画 

② 被相続人を委託者、相続人等を受託者とする森林経営委

託契約が締結されていたことにより、当該受託者が認定を

受けていた森林経営計画で、当該受託者の森林経営計画と

して存続する場合における当該森林経営計画  

 

① 被相続人を委託者とする森林施業委託契約が締結され

ていたことにより、受託者（次の②に掲げる受託者を除

く。）が認定を受けていた森林施業計画で、相続人等の申  

出により、森林施業委託契約が継続され、かつ、受託者の

森林施業計画として存続する場合における当該森林施業

計画 

② 被相続人を委託者、相続人等を受託者とする森林施業委

託契約が締結されていたことにより、当該受託者が認定を

受けていた森林施業計画で、当該受託者の森林施業計画と

して存続する場合における当該森林施業計画  

⑵ 贈与により取得した場合  ⑵ 贈与により取得した場合  

次に掲げる森林経営計画において、公益的機能別施業森林区

域内にあるもの  

次に掲げる森林施業計画において、公益的機能別施業森林区

域内にあるもの  

イ 贈与者を委託者とする森林経営委託契約が締結されてい

たことにより、受託者（次のロに掲げる受託者を除く。）が

認定を受けていた森林経営計画で、贈与前に贈与を停止条件

とする森林経営委託契約が締結されることにより、受託者の

森林経営計画として存続する場合における当該森林経営計

画 

イ 贈与者を委託者とする森林施業委託契約が締結されてい

たことにより、受託者（次のロに掲げる受託者を除く。）が

認定を受けていた森林施業計画で、贈与前に贈与を停止条件

とする森林施業委託契約が締結されることにより、受託者の

森林施業計画として存続する場合における当該森林施業計

画 

ロ 贈与者を委託者、受贈者を受託者とする森林経営委託契約

が締結されていたことにより、当該受託者が認定を受けてい

た森林経営計画で、当該受託者の森林経営計画として存続す

る場合における当該森林経営計画  

 

 

ロ 贈与者を委託者、受贈者を受託者とする森林施業委託契約

が締結されていたことにより、当該受託者が認定を受けてい

た森林施業計画で、当該受託者の森林施業計画として存続す

る場合における当該森林施業計画  
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改  正  後  改  正  前  

  

ハ 贈与者が認定を受けていた森林経営計画で、贈与後に森林

法第12条第１項に基づく当該森林経営計画の変更の認定を

受けたことにより、受贈者の森林経営計画として存続する場

合における当該森林経営計画  

 

（新 設）  

（保安林等の評価）  （保安林等の評価）  

３ 上記１((公益的機能別施業森林区域内の山林の評価 ))又は２

((公益的機能別施業森林区域内の立木の評価 ))に該当する山林

又は立木が、森林法その他の法令の規定に基づき土地の利用又は

立木の伐採について制限を受けている場合には、その山林又は立

木の価額は、財産評価基本通達 50((保安林等の評価 ))又は123 

((保安林等の立木の評価 ))によって評価した価額と上記１ ((公

益的機能別施業森林区域内の山林の評価 ))又は２((公益的機能

別施業森林区域内の立木の評価 ))によって評価した価額のいず

れか低い金額により評価する。  

 

３ 上記１((公益的機能別施業森林区域内の山林の評価 ))又は２

((公益的機能別施業森林区域内の立木の評価 ))に該当する山林

又は立木が、森林法その他の法令の規定に基づき土地の利用又は

立木の伐採について制限を受けている場合には、その山林又は立

木の価額は、財産評価基本通達 50((保安林等の評価 ))又は123 

((保安林等の立木の評価 ))によって評価した価額と上記１ ((公

益的機能別施業森林区域内の山林の評価 ))又は２((公益的機能

別施業森林区域内の立木の評価 ))によって評価した価額のいず

れか低い金額により評価する。  

(注) この通達において使用する用語については、次の点に留意

する。  

(注) この通達において使用する用語については、次の点に留意

する。  

１ 「森林法第11条第５項」については、森林法第 12条第３項

において準用する場合又は木材の安定供給の確保に関する

特別措置法（平成８年法律第 47号）第 10条第２項の規定によ

り読み替えて適用される森林法第 12条第３項において準用

する場合を含む。  

１ 「森林法第11条第４項」については、森林法第 12条第３項

において準用する場合又は木材の安定供給の確保に関する

特別措置法（平成８年法律第 47号）第 10条第２項の規定によ

り読み替えて適用される森林法第 12条第３項において準用

する場合を含む。  

２ 「市町村の長」については、森林法第 19条の規定の適用が

ある場合には、同条第１項各号に掲げる場合の区分に応じ当

該各号に定める者をいう。  

２ 「市町村の長」については、森林法第 19条の規定の適用が

ある場合には、同条第１項各号に掲げる場合の区分に応じ当

該各号に定める者をいう。  

３ 「森林経営計画」については、森林法第 16条又は木材の安

定供給の確保に関する特別措置法第 10条第３項の規定によ

る認定の取消しがあった森林経営計画を含まない。  

３ 「森林施業計画」については、次に掲げるものを含まない。 

① 森林法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別

措置法第10条第３項の規定による認定の取消しがあった

森林施業計画  

② 森林法の一部を改正する法律（平成 13年法律第109号）

附則第７条の規定により、同法による改正後の森林法第 11 
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改  正  後  改  正  前  

 条第４項の規定により認定を受けた森林施業計画とみな

すとされる同法による改正前の森林法の規定による森林

施業計画。ただし、当該森林施業計画について、改正後の

森林法第12条第３項（木材の安定供給の確保に関する特別

措置法第10条第２項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定により変更の認定を受けた森林施業計

画を除く。  

４ 「森林経営計画が定められていた区域内」については、森

林法第11条第１項に規定する森林経営計画の全部又は一部

として定められる森林の保健機能の増進に関する特別措置

法（平成元年法律第 71号）第６条第１項に規定する森林保健

機能増進計画に係る区域内を含まない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「森林施業計画が定められていた区域内」については、森

林法第11条第１項に規定する森林施業計画の全部又は一部

として定められる森林の保健機能の増進に関する特別措置

法（平成元年法律第 71号）第６条第１項に規定する森林保健

機能増進計画に係る区域内を含まない。  
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改  正  後  改  正  前  

（別表）  

森  林  の   区   分  割 合  

・  森林法施行規則第 13条第１項に規定する水源涵
かん

養機能

維持増進森林  

・  森林法施行規則第 13条第２項に規定する土地に関する

災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の

機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業

を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定

められている森林その他水源涵
かん

養機能維持増進森林以外

の森林（以下「水源涵
かん

養機能維持増進森林以外の森林」

という。）のうち、森林法施行規則第 13条第２項第１号

に規定する複層林施業森林（同項第３号に規定する択伐

複層林施業森林を除く。）及び標準伐期齢のおおむね２

倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う

森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画に

おいて定められている森林  

 

0.2 

・  水源涵
かん

養機能維持増進森林以外の森林のうち、森林法

施行規則第 13条第２項第２号に規定する特定広葉樹育成

施業森林及び同項第３号に規定する択伐複層林施業森林  

0.4 

 

（附則）  

 森林法の一部を改正する法律（平成23年法律第 20号）附則第

８条の規定により、なお従前の例によることとされた、平成 24

年３月31日以前に市町村の長の認定を受けた森林施業計画が定

められている区域内に存する山林又は立木の評価については、

この法令解釈通達の改正前の取扱いを適用する。  

 

（別表）  

森  林  の   区   分  割 合  

・  森林法施行規則第９条の２第１号ロの水源かん養機能

等維持増進森林  

・  森林法施行規則第９条の２第１号ハの環境保全機能等

維持増進森林のうち、森林法施行規則第 13条第２項第６

号かっこ書に規定する「風害の防備のための森林その他

の特に帯状に残存すべき森林として市町村森林整備計画

において定められている森林」  

 

 

 

0.2 

・  森林法施行規則第９条の２第１号ハの環境保全機能等

維持増進森林で森林法施行規則第 13条第２項第６号かっ

こ書に規定する「風害の防備のための森林その他の特に

帯状に残存すべき森林として市町村森林整備計画におい

て定められている森林」以外の森林  

0.4 

 

（新 設）  

 

 

 

 

 

 


